
 

 

 

 

地域経済循環分析 

- 地域経済波及効果分析ツール 手引き基本編（操作マニュアル）- 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年 3月 

環境省 

株式会社価値総合研究所 

 

 



i 

 

－ 目次 － 

１． 自動作成ツール、波及効果ツールの手引きの構成 .......................................... 1 

（１） 手引き基本編（操作マニュアル）........................................................... 1 

（２） 手引き詳細編（副読本） .................................................................. 1 

２． はじめに ........................................................................................... 2 

２－１ 地域経済波及効果ツールとは .................................................................. 2 

２－２ 地域経済波及効果分析ツールのスライドの構成 .............................................. 2 

３． 地域経済波及効果分析ツールの使い方 ...................................................... 3 

３－１ 地域経済波及効果分析ツールの利用の手順 ................................................. 3 

３－２ 地域経済波及効果分析ツール利用にあたっての留意点 ..................................... 6 

（１） 実行環境 ..................................................................................... 6 

（２） 本ツールの起動 ............................................................................... 6 

（３） マクロを有効にし、セキュリティレベルを設定する .............................................. 6 

（４） Excel を開いた状態ではシステムを起動しない ............................................. 6 

（５） 個人用マクロブックは使用しない ............................................................. 7 

（６） ディスプレイの設定 ............................................................................ 7 

（７） 手引書のダウンロードにはインターネット接続が必要 ......................................... 7 

４． 施策メニューの選択と設定値の入力........................................................... 8 

４－１ 環境施策メニュー ................................................................................ 8 

（１） 環境施策メニューを選択 ..................................................................... 8 

（２） 施策規模の設定 ............................................................................. 9 

（３） 事業計画を設定............................................................................ 10 

４－２ 地域施策メニュー .............................................................................. 37 

（１） 地域施策メニューを選択 ................................................................... 37 

（２） 各メニューの設定値の入力 ................................................................. 40 

５． 分析結果の読み方 ............................................................................ 51 

５－１ 環境施策メニューの例（木質バイオマス発電） ............................................. 51 

（１） 施策の概要と結果の総括：スライド１の解説 ............................................ 51 

（２） 結果の概要：スライド２の解説 ........................................................... 52 

（３） 直接効果：スライド３の解説 .............................................................. 54 

（４） 1次効果の生産額の増加と付加価値の増加額：スライド４の解説 ................... 56 

（５） 所得、消費・投資の増加額：スライド５の解説 .......................................... 58 

（６） 地域内の消費・投資の増加に伴う生産額の増加：スライド６の解説 .................. 60 

（７） 最終的に地域住民に帰着する効果、エネルギー収支の改善額：スライド７の解説 ... 62 



ii 

 

（８） 建設効果（地域内への効果、全国への効果）：スライド８の解説 ................... 64 

（９） 税収効果：スライド９の解説 .............................................................. 66 

（１０） 参考資料：地域から発生する経済波及効果：スライド 10,11,12 の解説 ........ 67 

５－２ 地域施策メニューの例（観光振興（観光客の増加）） .................................. 69 

（１） 施策の概要と結果の総括：スライド１の解説 ............................................ 69 

（２） 結果の概要：スライド２の解説 ........................................................... 70 

（３） 直接効果：スライド３の解説 .............................................................. 72 

（４） 1次効果の生産額の増加と付加価値の増加額：スライド４の解説 ................... 74 

（５） 所得、消費・投資の増加額：スライド５の解説 .......................................... 76 

（６） 地域内の消費・投資の増加に伴う生産額の増加：スライド６の解説 .................. 78 

（７） 最終的に地域住民に帰着する効果：スライド７の解説 ................................. 80 

（８） 税収効果：スライド 8 の解説 ............................................................. 81 

（９） 参考資料：地域から発生する経済波及効果：スライド 10,11,12の解説 ........... 82 

 

  



 

1 

 

１．自動作成ツール、波及効果ツールの手引きの構成 

地域経済循環分析自動作成ツール、波及効果ツールの手引きは、大きく以下の 2 タイ

プがあります。 

（１）手引き基本編（操作マニュアル） 

手引き基本編（操作マニュアル）は、各ツールの画面遷移や入力方法など、ツールの

操作面に特化した手引きです。自動作成ツール（各年版共通）、波及効果ツールのそれ

ぞれに作成しています。 

（２）手引き詳細編（副読本） 

手引き詳細編（副読本）は、地域経済循環分析や波及効果分析、またその背景情報等

をより深掘りするための情報を掲載した、教科書（副読本）的な手引きです。これは、

各ツール共通となっています。 

手引き基本編（操作マニュアル）

手引き詳細編（副読本）

 
図 １-1 自動作成ツール、波及効果ツールの手引きの構成  
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２．はじめに 

２－１ 地域経済波及効果ツールとは 

地域経済波及効果分析ツールとは、環境施策や地域施策の経済波及効果の結果を自動的

に出力することができるツールです。 

通常、地域経済波及効果を計算する場合、施策による売上や消費等の増加額を設定する、

データから経済波及効果の計算を行う、その結果をグラフ等の図表を作成する、分析ロジ

ックを構築して資料を作成するといった作業が発生します。また、その際にどのようなグ

ラフにするか、どのような構成にするか等の検討に多大な時間を要してしまいます。これ

らの作業は、地域で経済波及効果分析が普及しない原因の一つになっていました。 

そこで、施策規模等の入力のみで自動的に経済波及効果を計算し、作業負荷を大幅に軽

減する地域経済波及効果分析ツールを作成しました。また、分析経験が全くない人でも簡

単に分析を行うことができることを目指し、本ツールでは簡易な設定だけで計算の実行か

ら結果の出力までを可能としています。そのため、分析に必要な設定について、標準設定

値をツールに設定しており、可能な限り複雑な設定をなくし簡素化したものにしています

ので、広く利用していただきたいと考えています。 

２－２ 地域経済波及効果分析ツールのスライドの構成 

本ツールの分析資料本編（１．～８．）では、域外企業との取引や地域外での消費、投

資等の所得の流出入構造を考慮した経済波及効果の結果について出力されます。 

 
図 ２-1 地域経済波及効果分析ツールの目次  
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３．地域経済波及効果分析ツールの使い方 

３－１ 地域経済波及効果分析ツールの利用の手順 

 

1

分析対象地域を設定

3

施策メニュー
を１つ選択 4

施策規模を設定

5

事業計画の設定

 全てのExcelファイルを閉じてから、本ツールのExcelファイルを開いてください

 本ツールのExcelファイルを開いた後、「マクロを有効にしますか」というメッセージが表示される場合は、「有効」を選

択してください

 出力したPDFの印刷範囲がずれている場合は、「Windowsのディスプレイの設定 -> 拡大縮小とレイアウト」から、

テキスト、アプリ、その他の項目のサイズの設定を「100％」に変更してから結果の出力(PDF)を行ってください

ツール利用時の留意事項

2  環境施策 or  地域施策 を選択

「(2)事業計画の設定」へ(p.3)

ボックスが表示されない
施策は、施策規模の設
定は必要ありません

 

6

効果を算出

結果をPDFで出力

7

結果(PDF)の表示単位は
「表示単位」の切り替えで
変更可能

過去に設定をしてツ
ールに保存されてい
る事業計画等の設
定値をクリアします

<設定値のクリア>

ツールの利用を終了
してツールを閉じます

<終了>

 

計算が終了すると以下の画面が表示される
ため「OK」ボタンをクリックします

  

(1)市町村・施策メニューの設定 
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5

事業計画

を設定

5-8

事業計画をセット

「(3)地域新電力（小売電気事業者）の
事業計画の設定」

(p.4)へ

5-1 販売方法を設定

5-2 売電単価、設備利用率、
事業年数を設定

5-3、4、5 事業計画を設定

5-6 設備投資を設定

5-7 割引率を設定

5-1-1 地域新電力の事業計画
を設定

 

  

(2)事業計画の設定 
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5-1-1

地域新電力の事業
計画を設定

5-1-1-1、2、3

事業計画を設定

5-1-1-4

事業計画をセット

 

  

(3)地域新電力(小売電気事業者)の事業計画の設定 
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３－２ 地域経済波及効果分析ツール利用にあたっての留意点 

本ツールの利用にあたっては、以下のとおりの実行環境、セキュリティレベルの設定と

なっていることを確認してください。 

（１）実行環境 

本ツールは Microsoft Excel を用いて構築されているため、実行するためには最低限

以下の環境が必要です。 

表 ３-1 本ツールのシステム要件 

項目 要 件 

OS Windows 10 

メモリ 4GB以上 

HDD 10GBの空き容量 

Microsoft Excel Microsoft Excel 2013 以降がインストールされていること 

 

（２）本ツールの起動 

本ツールの実行ファイルは xlsm 形式であり、Microsoft Excel がインストールされた

環境で開くことで起動できます。 

なお、本ツールの実行ファイルはサイズが約 40MB 程度あるため、実行環境によって、

起動までに数秒から数十秒程度の時間がかかる場合があります。 

（３）マクロを有効にし、セキュリティレベルを設定する 

自動作成ツールのシステムが起動したのち、Excel が起動し「マクロが無効にされまし

た。」というメッセージが出る場合があります。この場合、「コンテンツの有効化」を

選択します。 

また、「マクロが含まれています」とメッセージが出て、Excel が起動できない場合が

あります。この場合は、Excel のファイルタブを開き、「Excel のオプション」－「セキ

ュリティセンター」－「セキュリティセンターの設定」－「マクロの設定」を表示し、

「デジタル署名されたマクロを除き、すべてのマクロを無効にする」を選択します。 

 
図 ３-1 ツール起動時に表示されるマクロ無効化のメッセージ 

 

（４）Excel を開いた状態ではシステムを起動しない 

システムを起動する際には、すべての Excel ファイルを閉じておきます。Excel ファイ

ルを開いた状態でシステムを起動させると、システムが停止する場合があります。 

システムが停止してしまった場合は、「タスクマネージャー」の「プロセス」のアプ

リにある Microsoft Excelを「タスクの終了」により終了し、最初からやり直します。 
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（５）個人用マクロブックは使用しない 

個人用マクロブックを作成しているパソコンでは、「C:\Users\ユーザー名\AppData 

\Microsoft\Excel\XLSTART」から一時的にマクロブックを移動させるなど、あらかじめ

マクロブックを無力化しておきます。 

「C:\Users\ユーザー名\AppData\Microsoft \Excel\XLSTART」に Excel ファイルが格

納された状態でシステムを起動すると、システムが正常に終了しない場合があります。 

システムが終了しない場合、タスクマネージャーにてシステムを終了させたのち、再

度起動させます。 

（６）ディスプレイの設定 

本ツールで「結果を出力(PDF)」ボタンを実行すると、PDF 資料が作成・保存されます

が、このときの PDF 資料の印刷範囲は、Windows のディスプレイの設定の影響を受け、ず

れてしまう場合があります。そのため、Windows のディスプレイの設定では、設定値を

「100％(推奨)」としてください（図 ３-１）。 

 

図 ３-２ 拡大縮小とレイアウトの設定（Windows10） 

 

（７）手引書のダウンロードにはインターネット接続が必要 

本ツールでは「手引書のダウンロード」のタブから手引書をダウンロードすることが

できます。また、事業計画の設定画面等で画面中の「？」ボタンをクリックすると、手

引書の当該解説ページを開くことができます。 

これら手引書を開くためには、インターネット接続が必要となっているため、インタ

ーネットに接続されていることを確認してから操作を行ってください。 
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４．施策メニューの選択と設定値の入力 

４－１ 環境施策メニュー 

（１）環境施策メニューを選択 

以下の 9 つの環境施策メニューから 1 つ環境施策を選択します。各環境施策メニュー

の概要は以下のとおりです。 

１）太陽光発電（売電） 

本施策は、太陽光発電で売電を行う事業です。これにより、太陽光パネルの生産及び

設置工事の増加、発電事業による売上が増加することを想定しています。 

２）太陽光発電（自家消費） 

本施策は、太陽光発電で発電した電力を自家消費する事業です。これにより、太陽光

パネルの生産及び設置工事の増加、自家消費電力が増加することを想定しています。 

３）木質バイオマス発電（売電） 

本施策は木質バイオマス発電で売電を行う事業です。これにより、ボイラーやタービ

ン等の生産及び設置工事の増加、発電事業による売上が増加することを想定しています。 

４）中小水力発電（売電） 

本施策は、中小水力発電で売電を行う事業です。これにより、発電装置等の生産及び

設置工事の増加、発電事業による売上が増加することを想定しています。 

５）地熱発電（売電） 

本施策は、地熱発電で売電を行う事業です。これにより、発電装置等の生産及び設置

工事の増加、発電事業による売上が増加することを想定しています。 

６）陸上風力発電（売電） 

本施策は、陸上風力発電で売電を行う事業です。これにより、タービンやブレード等

の生産及び設置工事の増加、発電事業による売上が増加することを想定しています。 

７）洋上風力発電（売電） 

本施策は、洋上風力発電で売電を行う事業です。これにより、タービンやブレード等

の生産及び設置工事の増加、発電事業による売上が増加することを想定しています。 

８）熱供給 

熱供給は、冷水や温水等を一カ所でまとめて製造し、熱導管を通じて、熱を製造・供

給する事業です。これにより、ヒートポンプ等の生産及び設置工事の増加、熱供給が増

加することを想定しています。 
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９）食品廃棄物リサイクル 

食品廃棄物リサイクルは、食品廃棄物を利用して飼料製造や発電等を行う事業です。

これにより、装置等の生産及び設置工事の増加、廃棄物処理や発電等による売上が増加

することを想定しています。 

（２）施策規模の設定 

環境施策メニューを設定した後に、施策規模を入力する必要があります。ただし、熱

供給と食品廃棄物リサイクルの場合は、施策規模の設定は不要です。 

 
図 ４-1 施策規模（発電容量）の設定  
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（３）事業計画を設定 

１）太陽光発電（売電）の事業計画設定 

①発電した電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合 

 ここでは、太陽光発電の電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合の事業計画

の設定方法を解説します。 

 
図 ４-２ 太陽光発電（売電）の事業計画の設定画面（固定価格買取制度（FIT）で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)で域外に販売」を選択する

と、自動的に事業計画が設定されます。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

標準設定では、それぞれ FIT 価格、一般的な設備利

用率、法定耐用年数が設定されています。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。標準設定では、FIT 価格の

設定で想定される太陽光発電の設備投資額の設定値

が設定されています。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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②発電した電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合 

 ここでは、太陽光発電の電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合の事業

計画の設定方法を解説します。 

 

 
図 ４-３ 太陽光発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)以外で域外に販売」を選択

します 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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③発電した電力を域内の地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合 

 ここでは、太陽光発電の電力を地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合の事業計画

の設定方法を解説します。 

 

 
図 ４-４ 太陽光発電（売電）の事業計画の設定画面 

（域内の地域新電力会社（小売電気事業者）に販売の例）  

１ 
「域内の地域新電力会社(小売電気事業者)に販売」

を選択します。 

⇒図 3-5の設定画面に移動します。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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図 ４-５ 地域新電力会社の事業計画の設定画面（例）  

１a 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

１b 
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２）太陽光発電（自家消費）の場合 

 ここでは、太陽光発電（自家消費）の事業計画の設定方法を解説します。 

 

 
図 ４-６ 太陽光発電（自家消費）の事業計画の設定画面（例） 

  

１ 
売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

事業計画における費用項目を設定します。 

2a 

2b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

3a 
設備投資額を設定します。 

3b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

3c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

4 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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３）木質バイオマス（売電）の場合 

①発電した電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合 

 ここでは、木質バイオマス発電の電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合の事

業計画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-７ 木質バイオマス発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)で域外に販売」を選択する

と、自動的に事業計画が設定されます。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

標準設定では、それぞれ FIT 価格、一般的な設備利

用率、法定耐用年数が設定されています。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

標準設定では FIT 価格の設定で想定される木質バイ

オマス発電の費用構造に基づいた設定値が設定されて

います。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。標準設定では、FIT 価格の

設定で想定される木質バイオマス発電の設備投資額の

設定値が設定されています。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 



 

16 

 

②発電した電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合 

 ここでは、木質バイオマス発電の電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合

の事業計画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-８ 木質バイオマス発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)以外で域外に販売」を選択

します 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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③発電した電力を域内の地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合 

 ここでは、木質バイオマス発電の電力を地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合の事

業計画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-９ 木質バイオマス発電（売電）の事業計画の設定画面 

（域内の地域新電力会社（小売電気事業者）に販売の例）  

１ 
「域内の地域新電力会社(小売電気事業者)に販売」

を選択します。 

⇒図 3-10の設定画面に移動します。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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図 ４-１０ 地域新電力会社の事業計画の設定画面（例）  

１a 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

１b 
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４）中小水力発電 

①発電した電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合 

 ここでは、中小水力発電の電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合の事業計

画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-１１ 中小水力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)で域外に販売」を選択する

と、自動的に事業計画が設定されます。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

標準設定では、それぞれ FIT 価格、一般的な設備利

用率、法定耐用年数が設定されています。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。標準設定で

は FIT 価格の設定で想定される中小水力発電の費用

構造に基づいた設定値が設定されています。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。標準設定では、FIT 価格の

設定で想定される中小水力発電の設備投資額の設定

値が設定されています。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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②発電した電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合 

 ここでは、中小水力発電の電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合の事業

計画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-１２ 中小水力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)以外で域外に販売」を選択

します 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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③発電した電力を域内の地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合 

 ここでは、中小水力発電の電力を地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合の事業計

画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-１３ 中小水力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（域内の地域新電力会社（小売電気事業者）に販売の例）  

１ 
「域内の地域新電力会社(小売電気事業者)に販売」

を選択します。 

⇒図 3-14の設定画面に移動します。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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図 ４-１４ 地域新電力会社の事業計画の設定画面（例）  

１a 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

１b 
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５）地熱発電 

①発電した電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合 

 ここでは、地熱発電の電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合の事業計画の設

定方法を解説します。 

 
図 ４-１５ 地熱発電（売電）の事業計画の設定画面（固定価格買取制度（FIT）で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)で域外に販売」を選択する

と、自動的に事業計画が設定されます。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

標準設定では、それぞれ FIT 価格、一般的な設備利

用率、法定耐用年数が設定されています。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

標準設定では FIT 価格の設定で想定される地熱発電

の費用構造に基づいた設定値が設定されています。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。標準設定では、FIT 価格の

設定で想定される地熱発電の設備投資額の設定値が

設定されています。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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②発電した電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合 

 ここでは、地熱発電の電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合の事業計画

の設定方法を解説します。 

 
図 ４-１６ 地熱発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)以外で域外に販売」を選択

します 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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③発電した電力を域内の地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合 

 ここでは、地熱発電の電力を地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合の事業計画の

設定方法を解説します。 

 
図 ４-１７ 地熱発電（売電）の事業計画の設定画面 

（域内の地域新電力会社（小売電気事業者）に販売の例）  

１ 
「域内の地域新電力会社(小売電気事業者)に販売」

を選択します。 

⇒図 3-18の設定画面に移動します。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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図 ４-１８ 地域新電力会社の事業計画の設定画面（例）  

１a 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

１b 
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６）陸上風力発電（売電） 

①発電した電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合 

 ここでは、陸上風力発電の電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合の事業計画

の設定方法を解説します。 

 
図 ４-１９ 陸上風力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)で域外に販売」を選択する

と、自動的に事業計画が設定されます。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

標準設定では、それぞれ FIT 価格、一般的な設備利

用率、法定耐用年数が設定されています。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。標準設定で

は FIT 価格の設定で想定される陸上風力発電の費用

構造に基づいた設定値が設定されています。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。標準設定では、FIT 価格の

設定で想定される陸上風力発電の設備投資額の設定

値が設定されています。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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②発電した電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合 

 ここでは、陸上風力発電の電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合の事業

計画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-２０ 陸上風力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)以外で域外に販売」を選択

します 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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③発電した電力を域内の地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合 

 ここでは、陸上風力発電の電力を地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合の事業計

画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-２１ 陸上風力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（域内の地域新電力会社（小売電気事業者）に販売の例） 

１ 
「域内の地域新電力会社(小売電気事業者)に販売」

を選択します。 

⇒図 3-22の設定画面に移動します。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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図 ４-２２ 地域新電力会社の事業計画の設定画面（例）  

１a 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

１b 
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７）洋上風力発電（売電） 

①発電した電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合 

 ここでは、洋上風力発電の電力を固定価格買取制度（FIT）で域外に販売する場合の事業計

画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-２３ 洋上風力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)で域外に販売」を選択する

と、自動的に事業計画が設定されます。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

標準設定では、それぞれ FIT 価格、一般的な設備利

用率、法定耐用年数が設定されています。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。標準設定で

は FIT 価格の設定で想定される洋上風力発電の費用

構造に基づいた設定値が設定されています。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。標準設定では、FIT 価格の

設定で想定される洋上風力発電の設備投資額の設定

値が設定されています。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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②発電した電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合 

 ここでは、洋上風力発電の電力を固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売する場合の事

業計画の設定方法を解説します。 

 
図 ４-２４ 洋上風力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（固定価格買取制度（FIT）以外で域外に販売の例）  

１ 
「固定価格買取制度(FIT)以外で域外に販売」を選択

します 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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③発電した電力を域内の地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合 

 ここでは、洋上風力発電の電力を地域新電力会社（電力小売会社）に販売する場合の事業計

画の設定方法を解説します。 

 

 
図 ４-２５ 洋上風力発電（売電）の事業計画の設定画面 

（域内の地域新電力会社（小売電気事業者）に販売の例） 

１ 
「域内の地域新電力会社(小売電気事業者)に販売」

を選択します。 

⇒図 3-26の設定画面に移動します。 

売電単価、設備利用率、事業年数を設定します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3a 

3b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

5 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6a 
設備投資額を設定します。 

6b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

6c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

7 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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図 ４-２６ 地域新電力会社の事業計画の設定画面（例）  

１a 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

3 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、100％に設定されています。 

地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

１b 
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８）熱供給の場合 

 ここでは、熱供給の事業計画の設定方法を解説します。 

 

 
図 ４-２７ 熱供給の事業計画の設定画面（例）  

１ 
事業年数を設定します。 

２a 
事業計画における費用項目を設定します。 

2b 
域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

3 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

4 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

5a 
設備投資額を設定します。 

5b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

5c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

6 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 
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９）食品廃棄物リサイクルの場合 

 ここでは、食品廃棄物リサイクルの事業計画の設定方法を解説します。 

 

 
図 ４-２８ 食品廃棄物リサイクルの事業計画の設定画面（例）  

１ 
事業年数を設定します。 

２a 

事業計画における費用項目を設定します。 

2c 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

3 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

4 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

5a 
設備投資額を設定します。 

5b 
設備投資額に占める建設業とはん用・生産用・業務用

機械への投資額の割合を設定します。 

標準設定では、建設業 20％、はん用・生産用・業務

用機械 80％で設定されています。 

5c 
建設業とはん用・生産用・業務用機械の設備投資額

の域内調達割合を設定します。標準設定では、100％

に設定されています。 

6 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 

事業計画における売上高の内訳を設定します。 

２b 
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４－２ 地域施策メニュー 

（１）地域施策メニューを選択 

以下の 11 個の地域施策メニューから 1 つ地域施策を選択します。各地域施策メニュー

の概要は以下のとおりです。 

１）空き家対策 

本施策では、空き家対策を推進することで、地域外から移住者が増加することを想定

しています。これにより、食事や電気、ガス、水道等の利用が増加し、域内での消費が

活発になり、街が賑わう姿を想定しています。 

２）高齢者の健康推進 

本施策では、高齢者の健康を推進することで、元気で活発な高齢者が増加することを

想定しています。これにより、バスや電車などの交通機関を利用して外出する高齢者が

増加し、外出先で高齢者は、飲食店や習い事、理容・美容などのサービスを受けること

で域内での消費が活発になり、街が賑わう姿を想定しています。 

３）少子化対策 

本施策では、少子化対策を推進することにより、域内の子どもの数が増加することを

想定しています。これにより、子どものための食事や衣服・身回品に加えて、幼稚園や

小学校等の教育への消費、医療等への消費が増加する状況を想定しています。 

４）観光振興 

本施策では、観光振興により域内に訪れる観光客が増加することを想定しています。

これにより、地元のお土産品の購入や飲食店での食事、ホテル・旅館での宿泊が増加す

る状況を想定しています。 

５）設備投資 

本施策では、設備投資を推進させることにより、域内の事業所における設備の増強や

更新が増加することを想定しています。これにより、建設業や機械などの設備投資関連

産業の需要が増加する状況を想定しています。 

６）高効率ボイラー等の設備投資 

本施策では、高効率ボイラー等の設備投資に伴う省エネによるエネルギー代金の節約

により消費・投資が増加する状況を想定しています。 

７）公共事業 

本施策では、国や県、市役所が、道路や橋梁、河川、下水道などの公共事業を新たに

発注することを想定しています。これにより、工事の内容に応じて、工事に必要なセメ
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ント、鉄筋などの原材料の投資が増加し、建設業者や建設関連産業の投資が増加する状

況を想定しています。 

８）域外への販路開拓 

本施策では、これまで主に域内を中心に販売を行っていた事業所が新たに域外への販

売ルートを開拓し、域内への販売に加えて新たに域外への販売を増加させることを想定

しています。これにより、域内の事業所から域外への販売（移出、輸出）が増加する状

況を想定しています。 

９）域内調達の増加 

本施策では、これまで域内の事業所が個別に製品の販売・調達を行っていたところを、

事業所同士が連携してネットワークを形成し、物理的な近接性を活かしながら密に連携

すること（クラスター形成）を想定しています。これにより、域外から仕入れていた製

品が地元産の製品に転換され、域内産品の消費が増加する状況を想定しています（域内

調達率の向上）。 

１０）中心市街地活性化 

本施策では、中心市街地活性化を行い、地元の商店街での消費が増加することを想定

しています。これにより、域外から調達していた農産品や水産品等の食品等の消費が地

元で行われるようになり、地元の商店街で域内産品の消費が増加する状況を想定してい

ます(域内調達率の向上)。 

１１）企業誘致 

本施策では、企業誘致を行い、域内に新たに事業所が立地することを想定しています。

これにより、新たに立地した事業所の生産分だけ域内での生産額が増加し、当該事業所

の生産に必要な原材料の消費も増加し、効果が波及していく状況を想定しています。 
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図 ４-２９ 地域施策の設定  
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（２）各メニューの設定値の入力 

１）空き家対策 

 ここでは、空き家対策の事業計画の設定方法を解説します。 

 空き家対策では、域外からの移住者により消費が増加した場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-３０ 空き家対策の施策規模等の設定画面（例）  

１ 
域外からの移住者の増加数を設定します。 

２a 

1 世帯当たり支出金額を設定します。標準設定では、

全国平均の 1 世帯当たり平均支出金額が設定されて

います。 

2c 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

2ｄ 

1 世帯当たり住宅賃貸料を設定します。賃貸住宅では

なく持ち家の場合でも、当該住宅を賃貸した場合を仮

定して住宅賃貸料を設定します。 

標準設定では全国平均の 1世帯当たり住宅賃貸料が

設定されています。事業計画における費用項目を設定

します。 

2f 

持ち家率を設定します。標準設定では、全国平均の持

ち家率が設定されています。 

2e 
1 世帯当たりリフォーム資金総額を設定します。標準設

定では、全国平均の 1 世帯当たりリフォーム資金総額

が設定されています。 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

1 世帯当たり平均構成人員を設定します。標準設定で

は、全国平均の 1 世帯当たり平均構成人員が設定さ

れています。 

２b 
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２）高齢者の健康推進 

 ここでは、高齢者の健康推進の事業計画の設定方法を解説します。 

 高齢者の健康推進では、本施策により元気高齢者し、地域での消費が増加した場合の経済波及

効果を計算します。 

 

 
図 ４-３１ 高齢者の健康推進の施策規模等の設定画面（例）  

１ 
元気高齢者の増加数を入力します。 

２a 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

1人当たり支出金額（年間）を設定します。 

２b 
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３）少子化対策 

 ここでは、少子化対策の事業計画の設定方法を解説します。 

 少子化対策で子どもが増加し、地域の消費が増加した場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-３２ 少子化対策の施策規模等の設定画面（例）  

１ 
子どもの増加数を入力します。 

２a 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

1人当たり支出金額（年間）を設定します。 

２b 
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４）観光振興 

 ここでは、観光振興の事業計画の設定方法を解説します。 

 観光振興により観光客数が増加し、地域内の観光消費が増加した場合の経済波及効果を計算

します。 

 

 
図 ４-３３ 観光振興の施策規模等の設定画面（例）  

１ 
観光客数の増加数を入力します。 

２a 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

日帰り客、宿泊客それぞれの 1 人当たり支出金額を設

定します。 

２b 

2c 
観光客のうち宿泊客の割合を設定します。標準設定で

は、平均的な割合が設定されています。 
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５）設備投資 

 ここでは、設備投資の事業計画の設定方法を解説します。 

 設備投資が増加した場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-３４ 設備投資の施策規模等の設定画面（例）  

１ 
設備投資の増加数を入力します。 

２a 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

設備投資の内訳を設定します。 

標準設定では、一般的な設備投資内容に基づいた設

定値が設定されています。 

２b 
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６）高効率ボイラー等の設備投資 

 ここでは、高効率ボイラー等の設備投資の事業計画の設定方法を解説します。 

 高効率ボイラー等の設備投資により、エネルギー代金が節約され、それに伴い消費・投資が増加した

場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-３５ 高効率ボイラー等の設備投資の施策規模等の設定画面（例） 

  

１ 
省エネによるエネルギー代金の節約額を入力します。 

2 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 



 

46 

 

７）公共事業 

 ここでは、公共事業の事業計画の設定方法を解説します。 

 公共事業の工事別で経済波及効果を計算することができます。 

 

 
図 ４-３６ 公共事業の施策規模等の設定画面（例） 

 

２の公共事業の工事の内容は以下の 10種類の中から設定します。 

表 ４-1 公共事業の工事の内容 

No. 公共事業の工事の内容 

1 道路 

2 区画整理 

3 治水 

4 下水道 

5 港湾・漁港 

6 空港 

7 公園 

8 災害復旧 

9 農林関係公共事業 

10 上・工業用水道 

 

  

１ 
公共工事による投資額を入力します。 

２ 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

10種類の公共事業の工事から 1つを選択します。 
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８）域外への販路開拓 

 ここでは、域外への販路開拓の事業計画の設定方法を解説します。 

 域外への販路開拓により、モノ・サービスを域外に販売した場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-３７ 域外への販路開拓の施策規模等の設定画面（例） 

  

１ 
地域経済循環分析用データの 38 産業から 1 産業を

選択します。 

２ 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

１．で設定した産業の域外への販売額の増加額を入

力します。 
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９）域内調達の増加 

 ここでは、域内調達の増加の事業計画の設定方法を解説します。 

 域内調達率が向上して地域で産業クラスターが形成された場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-３８ 域内調達の増加の施策規模等の設定画面（例） 

  

１ 
地域経済循環分析用データの 38 産業から 1 産業を

選択します。 

２ 

3 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

現状の域内調達割合と増加数の合計が 100％より大き

くならないよう、域内調達割合の増加数を設定します。 
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１０）中心市街地活性化 

 ここでは、中心市街地活性化の事業計画の設定方法を解説します。 

 中心市街地活性化により、地元の商店街で消費が増加した場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-３９ 中心市街地活性化の施策規模等の設定画面（例）  

１ 

2 
割引率と事業年数を設定します。標準設定では、事業

年数 1年、割引率 4％に設定されています。 

現状の域内調達割合と増加数の合計が 100％より大き

くならないよう、域内調達割合の増加数を設定します。 
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１１）企業誘致 

 ここでは、企業誘致の事業計画の設定方法を解説します。 

 企業誘致により、当該産業の生産が増加した場合の経済波及効果を計算します。 

 

 
図 ４-４０ 企業誘致の施策規模等の設定画面（例）  

１ 
地域経済循環分析用データの 38産業のうちの製造業

（16産業）から 1産業を選択します。 

２ 

事業計画における費用項目を設定します。 

標準設定では、一般的な事業計画における費用構造

に基づいた設定値が、１で設定した産業と２で設定し

た従業者数と連動して設定されています。 

3b 

域内調達割合は 0～100％の間で設定します。 

標準設定では、当該地域の現状の産業構造に基づく

平均的な域内調達割合が設定されています。 

4 
地域内出資割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、100％に設定されています。 

5 
地域内雇用割合は 0～100％の間で設定します。標準

設定では、当該地域への域外からの通勤率に基づく設

定値が設定されています。 

6 
割引率を設定します。標準設定では、4％に設定されて

います。 

誘致する企業の従業者数を設定します。これは、企業

誘致によって増加する地域の従業者数を意味します。 

３a 
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５．分析結果の読み方 

５－１ 環境施策メニューの例（木質バイオマス発電） 

（１）施策の概要と結果の総括：スライド１の解説 

 ここでは、経済波及効果を算出する際の「施策メニュー」「諸元」「本施策による効果」を示しています。 

 
図 ５-1 施策の概要と結果の総括 
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（２）結果の概要：スライド２の解説 

 ここでは、施策導入による事業効果と建設効果を、地域の経済循環構造でのお金の流れと対応づけ、

表示しています。 

 施策導入による売上または消費・投資の増加額(スライド 2 の黄色の①)をスタートとして、最終的に地

域住民・企業に届く効果(スライド②の黄色の⑫)をゴールとして、結果の概要をまとめています。 

 図中の赤い箱は地域で発生する効果、青い箱は地域住民・企業に届く効果を示しています。 

原材料、雇用、資本を域外から調達
することで流出する効果を把握します

事業実施による最終的な成果として、地域
住民・企業に帰着する効果を把握します。

A

B

 
図 ５-2 結果の概要 

１）分析の手順 

1. スライド 2 の A の流れにより、施策導入によって地域で発生する直接効果（スライド 2 の黄色の

②）、および 1次効果（スライド 2 の黄色の⑤）を把握します。 

 

2. スライド 2 の B の流れにより、1 次効果（スライド 2 の黄色の⑤）の結果所得が増加し、それに

伴い消費・投資（スライド 2 の黄色の⑧）が増加、それに対応するため生産が増加する 2 次効

果（スライド 2 の黄色の⑩）を把握します。 

 

3. これらの効果の合計として、地域で発生する効果（スライド 2 の黄色の⑬）、地域住民・企業が

受け取る効果（スライド 2 の黄色の⑫）を把握します。この地域住民・企業が受け取る効果が、

地域における施策の最終成果となります。 

 

4. 環境施策の場合、施策導入によるエネルギー収支の改善を把握します。 
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２）分析例 

○○市で木質バイオマス発電（売電）を導入した場合、売上または消費・投資の増加

（スライド 2 の①）として 9.03 億円が増加します。そして、地域で発生する直接効果

8.35億円（スライド 2の黄色の②）となります。 

1 次効果（スライド 2 の黄色の⑤）はスライド 2 の黄色の②と④の値の合計であり

12.26 億円となります。ここから、地域外への支払いによる効果の流出を差し引いて、

地域住民・企業に帰着する 1 次効果（スライド 2 の黄色の⑥）は 11.80 億円となります。 

さらに、地域住民・企業に帰着した 1 次効果から、地域内で消費・投資が 6.26 億円

増加し（スライド 2 の黄色の⑧）、その消費・投資を補うために 0.96 億円の 2 次間接効

果（スライド 2 の黄色の⑨）が発生します。2 次効果は、スライド 2 の黄色の⑨と⑩の

値の合計であり 7.22 億円となります。ここから、地域外への支払いによる効果の流出

を差し引き、地域住民・企業に帰着する 2 次効果スライド 2 の黄色の⑪は 6.98 億円と

なります。 

事業実施による経済波及効果（スライド 2 の黄色の⑬）は、スライド 2 の黄色の⑤と

⑩の値の合計であり、19.48 億円となります。そのうち、最終的に地域住民・企業に帰

着する事業効果（スライド 2 の黄色の⑫）は、スライド 2 の黄色の⑥と⑪の値の合計で

あり、18.77億円となります。 

なお、木質バイオマス発電の売電により地域のエネルギー収支は 9.03 億円改善しま

す。 

分析のポイント 

 スライド 2 の「分析の視点」にあるとおり、地域での事業の実施による売上の増加は地域で発生する

直接効果となりますが、事業スキームの組み立て（域内資本がどの程度入っているか、域内人材を

どの程度雇用しているか、域内の原材料等をどの程度活用しているか）により、1 次効果で地域に

留まる 1次効果が異なります。 

 また、地域住民・企業が所得を得たとしても、その所得を地域外での消費・投資に使っている場合、

2次効果は小さくなります。 
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（３）直接効果：スライド３の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字①②について解説しています。 

 直接効果は、左図（１）のように、売上または消費・投資の増加額(結果の概要①)と地域で発生す

る効果(結果の概要②)の 2 つに分けて算出します。 

 また、右図（２）では、直接効果の内訳を示しています。 

地域外から原材料購入、域外雇用、
域外資本の場合、地域で発生する直
接効果は小さくなります。

 中間投入、雇用者所得、その他所得
のうち、どの所得が域外流出しているか
を把握します。

 

 
図 ５-3 直接効果 

１）分析の手順 

 

1. スライド 3左（1）では、「売上または消費・投資の増加額」「地域で発生する直接効果」を表示

しています。売上または消費・投資の増加額に占める地域で発生する直接効果の割合で、中間

投入、雇用、資本がどの程度域内から調達されたかを把握します。 

 

2. スライド 3 右（2）では、左（1）の「売上または消費・投資の増加額」「地域で発生する直接

効果」のそれぞれの内訳を表示しています。直接効果のうち、原材料、雇用、資本のどの部分で

域外に所得が流出しているかを把握します。 

 

２）分析例 

①売上または消費・投資の増加額と地域で発生する直接効果 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、図 ５-1 の事業計画において、地域

内雇用者割合は 86.9％ですが、資本金の地域内出資割合が 100%となっています。その

ため、「売上または消費・投資の増加額に占める地域で発生する直接効果の割合」は
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92.4％となっています。 

②直接効果の内訳（中間投入、雇用者所得、その他所得） 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、図 ５-1 の事業計画において、高額

な費用は燃料費（木材）4.67 億円、灰処理費用 0.65 億円ですが、域内調達割合はそ

れぞれ 100.0％、48.2％となっています。このため、中間投入の「地域で発生する直

接効果÷売上または消費・投資の増加額（％）」は 88.7%となっています。 

分析のポイント 

 スライド３の分析の視点にあるとおり、左グラフ中の緑枠の「売上または消費・投資の増加額に占め

る地域で発生する直接効果の割合」の値が大きいほど、事業実施の際に資本、雇用、中間投入を

域内で調達する割合（＝域内調達率）が高いことを示しています。 

 一方、この値が低いと、施策の効果が域外に漏れていることを示しています。施策の検討の際には、

域内調達率が高くなるよう検討していくことが重要です。 

 原材料の調達を域外企業に大きく頼る場合、中間投入が地域外に流出します。同様に、雇用を

地域外の住民に頼る場合は雇用者所得が、出資金の調達を域外資本に頼る場合はその他所得

が流出します。 

 このように、地域で実施する事業の効果が域外に大きく流出すると、事業実施が最終的に地域住

民・企業が受ける所得に結びつかないことになります。 
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（４）1次効果の生産額の増加と付加価値の増加額：スライド４の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色丸数字②④⑤について解説しています。 

 1 次効果は、左図（１）のように、地域で発生する直接効果（結果概要の②）に産業間取引を通じ

て間接的に増加する生産額（結果の概要④：1次間接効果）を加えたものになります。 

 また、右図（２）は、1次効果の生産額増加に伴う付加価値の増加額を示しています。 

 

地域内での産業間取引が活発である
ほど、1次間接効果は大きくなります。

 

地域の産業の特徴によって1次効果に
よる付加価値増加額は異なります。

 

 
図 ５-4 1次効果の生産額の増加と付加価値の増加額 

１）分析の手順 

 

1. スライド 3 左（1）では、1 次効果を第 1 次、第２次、第 3 次産業別に示し、その内訳（「地

域で発生する直接効果」と「１次間接効果」）を表示しています。これにより、地域の産業間の

取引構造を通じて影響を与えている産業を把握します。 

 

2. スライド 3 右（2）では、「1 次効果」と「1 次効果による付加価値の増加額」を第 1 次、第２

次、第 3 次産業別に示しています。各産業の 1 次効果の生産額の増加が付加価値の増加にど

の程度影響を与えているかを把握します。 

 

２）分析例 

①1次効果の生産額の増加 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、木質バイオマス発電事業を実施する

発電事業会社が、地域に新たに誕生します。このため、電気業の生産額が増加し、電
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気業が含まれる第 3次産業の 1次効果が 9.83億円と最も大きいです。 

ただし、この事業会社は燃料費（木材）や修繕費等にも支出をしているため、第 1

次産業や第 2次産業にも 1次効果が発生しています。 

②1次効果の生産額の増加に伴う付加価値の増加 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、1 次効果は 12.26 億円ですが、この

うち付加価値の増加額は 6.54億円です。 

産業別にみると、電気業が含まれる 1 次効果が大きい第 3 次産業の付加価値の増加

額が 4.50億円と最も大きいです。 

分析のポイント 

 4 スライドの分析の視点にあるとおり、1次間接効果は地域の産業構造や、事業計画における資

本構成（地域内出資者割合）、雇用者構成（地域内雇用者割合）、調達計画（地域内

調達割合）によって大きく変わることを示しています。 

 新事業実施が地域経済にもたらす効果を大きくするためには、地域内の企業がどのような資源を

持っているか、また地域の産業がどのような取引構造、調達構造となっているか十分に吟味した上

で、可能な限り域内からの原材料調達が大きくなるよう検討を行うことが重要です。 

 また、付加価値は生産額から原材料費を除いたものであるため、実施した事業が売上に対して原

材料費の占める割合が高い場合、付加価値は低くなります。 
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（５）所得、消費・投資の増加額：スライド５の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字⑤⑥⑦⑧について解説しています。 

 左図（１）のように、１次効果（結果の概要⑤）による生産額の増加により、地域住民に帰着する

効果が発生し（結果の概要⑥）、これが地域住民の消費・投資に回ります（結果の概要⑦）。 

 また、右図（２）では、地域住民の消費・投資の増加額と地域内の消費・投資の増加額を第 1 次、

第 2次、第 3次産業別に示しています。 

 

原材料、雇用、資本を域内から調達し
ているほど、生産額の増加のうち地域住
民に帰着する効果は大きくなります。

 

地域住民の所得を地域内で消費・投資
を行う構造であるほど、域外に流出する
経済波及効果は小さくなります。

 

 
図 ５-5 所得、消費・投資の増加額 

１）分析の視点 

 

1. スライド 5 左（１）では、「1 次効果による生産額の増加額」（結果の概要⑤）「地域住民に

帰着する効果」（結果の概要⑥）「地域住民の消費・投資の増加」（結果の概要⑦）を表示

しています。1 次効果と地域住民に帰着する効果を比較することで、原材料、雇用、資本をどの

程度域内調達しているかを把握します。 

 

2. スライド 5 右（2）図②では、「地域住民の消費・投資の増加額」（結果の概要⑦）と「地域

内の消費・投資の増加額」（結果の概要⑧）を第 1次、第 2次、第 3次産業別に示していま

す。これらの比較により、消費・投資がどの程度域内で行われているかを把握します。 
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２）分析例 

①1次効果による生産額の増加と地域に帰着する効果 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、生産額の増加（1 次効果の合計）は

12.26 億円ですが、地域内から原材料、雇用、資本を調達することができているため、

地域住民に帰着する直接効果は 11.80 億円であり、1 次効果の合計のほとんどが地域

住民に帰着していると言えます。 

②1次効果による消費・投資の増加 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、地域住民の消費・投資の増加は

11.80 億円ですが、地域内の消費・投資の増加は 6.26 億円であり、1 次効果による地

域住民に帰着する効果の半数程度は域外に流出してしまっています。 

特に、○○市は、地域内に製造業等の産業が乏しいため、第 2 次産業について域外

への流出が大きくなっています。 

分析のポイント 

 5 スライドの「分析の視点」にあるとおり、事業実施の際、地域外に居住し通勤してくる雇用者の割

合が多い、また中間投入や資本の域外の調達が多いほど、生産額の増加と地域住民に帰着する

効果の増加の差が大きくなります。 

 したがって、施策の効果を域内に帰着させるためには、中間投入や雇用者、資本を地域内から調

達しているかといった観点からの検討も非常に重要になります。 

 また、消費・投資が域内で行われているか域外で行われているかによって、地域内での波及効果の

大きさが変わってくるので、消費・投資を域内で循環させる視点を持つ必要があります。 
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（６）地域内の消費・投資の増加に伴う生産額の増加：スライド６の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字⑧⑨⑩について解説しています。 

 地域内の消費・投資の増加によって増えた生産額を、左図（１）のように、地域内の消費・投資の増

加(結果の概要⑧)と、その増加分を補うためのさらなる生産の増加額(結果の概要⑨)の 2 つに分け、

産業別に示しています。 

 また、右図（２）では、2次効果の生産額と、 そこから中間投入費用を除いた付加価値の増加額(結

果の概要⑩)を産業別に示しています。 

 

地域内からの原材料等の調達が多いほ
ど、2次間接効果は大きくなります。

 産業ごとに付加価値率は異なるため、2
次効果が大きくても、付加価値が大きい
とは限りません。

 

 
図 ５-6 地域内の消費・投資の増加に伴う生産額の増加 

１）分析の視点 

 

1. スライド 6 左（1）では、「地域内の消費・投資の増加による生産額の増加」を産業別に表示し

ています。産業別の地域内で増加した消費・投資と、その増加分を補うために増える生産額（2

次間接効果）により、消費・投資の増加による生産額増加（2 次効果）に寄与した産業を把

握します。 

 

2. スライド 6 右（2）では、左（1）の「2 次効果」のうち、付加価値増加額の内訳を産業別に表

示しています。2 次効果による生産額増加が、どの程度付加価値の増加に貢献しているかを把

握します。 
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２）分析例 

①地域内の消費・投資の増加による生産額の増加 

○○市の木質バイオマス発電（売電）により、地域内で 6.26 億円の消費・投資増加

がみられます。また、この消費・投資の増加分を補うために発生する 2 次間接効果は

0.96億円であり、これらの効果の合計である 2次効果は、7.22億円です。 

産業別にみると、第 3次産業の生産額の増加額が 5.93億円と最大です。 

②2次効果の生産額の増加に伴う付加価値の増加 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、2 次効果は 7.22 億円ですが、このう

ち中間投入費用を除いた付加価値の増加額は 4.70億円です。 

産業別にみると 3次産業の付加価値の増加額が 4.16億円で最大です。 

分析のポイント 

 スライド 6の「分析の視点」にあるとおり、地域内で消費・投資することで誘発される生産額は、地

域内の産業構造を通じ波及していきます。 

 2次間接効果は、事業スキームの組成等により、効果の大きさが変わります。そのため、施策検討

の際には、地域内の資源や取引構造を吟味し、域内からの原材料調達を可能な限り多くすること

が望ましいです。 

 また、付加価値は生産額から原材料費を除いたものであるため、装置産業のように、実施事業が

売上に対して原材料費の占める割合が高い（＝付加価値率が低い）場合、付加価値は低くな

ります。2次効果の大きさが同じであっても、付加価値率の高さによっては、地域住民所得への貢

献度合いに差が生じます。 

 付加価値率や労働分配率は産業ごとに大きく異なるため、施策の検討にあたってはこれらの指標

を総合的に見ておくことが重要になります。 
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（７）最終的に地域住民に帰着する効果、エネルギー収支の改善額：スライド７の解

説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字⑫と「エネルギー収支改善」について解説していま

す。 

 最終的に地域住民に帰着する効果は地域住民に帰着する 1 次効果（結果の概要⑥）と地域住民

に帰着する 1次効果（結果の概要⑪）の合計であり、左図 7.では、この内訳を示しています。 

 また、右図 8.では、施策の実施前後のエネルギー収支を示しています。 

 

原材料、雇用、資本を域内から調達し
ているほど、地域住民に帰着する効果は
大きくなります。

 

地域内でエネルギーの生産が増加した
分、エネルギー収支が改善されます。

 

 
図 ５-7 最終的に地域住民に帰着する効果、エネルギー収支の改善額 

１）分析の視点 

 

1. スライド 7 左 7.では、地域住民に帰着する 1 次効果、地域住民に帰着する 2 次効果とその合

計を表示しています。原材料、雇用、資本を域内から調達しており、効果が大きくなっているか否

かを把握します。 

 

2. スライド 7 右 8.では、施策実施前後のエネルギー収支を表示しています。地域内でエネルギーの

生産が増加したことにより、改善したエネルギー収支幅を把握します。 
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２）分析例 

①最終的に地域住民に帰着する効果 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、地域住民に帰着する 1 次効果は

11.80 億円、地域住民に帰着する 2 次効果は 6.98 億円であり、これらの合計として最

終的に地域住民に帰着する効果は 18.77億円です。 

②エネルギー収支の改善額 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合には、地域内で新たに発電を行うこと

により、エネルギー収支が事業実施前は 82.40 億円の赤字でしたが、施策実施後は赤

字額が 73.37 億円に減少しています。結果として、9.03 億円に相当するエネルギー代

金の支払いが改善されました。 

分析のポイント 

 スライド 7の分析の視点にあるとおり、施策の実施により生産額が増加したとしても、最終的に地

域住民の所得向上につながらなければ、その施策は成功したとは言えません。 

 経済効果が地域内に波及していく過程で、資本、雇用、中間投入、消費・投資といった様々な

面で域外への効果の流出が生じているため、地域住民への帰着を増やすためには、資本や雇用

者、原材料の調達等の事業スキームの検討が重要になります。 

 日本の市町村では、エネルギー収支がプラスである市町村は少なく、エネルギー代金が地域外に

流出している自治体が数多くあります。 

 これに対し、地域で再エネ事業を興しエネルギーを産出し、地域内でエネルギーを消費するエネル

ギーの地産地消を行うことで、エネルギー代金の流出が抑制され、エネルギー収支が改善すること

が期待できます。 
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（８）建設効果（地域内への効果、全国への効果）：スライド８の解説 

 ここでは、建設効果について解説しています。 

 建設効果は、事業の最初に行う設備の導入や施設の建設による効果であり、建設事業の工事期間中

のみに発現する一時的な効果です。 

 建設工事を含む設備投資による効果の合計（＝１次効果＋2 次効果）の内訳を産業別に示してい

ます。 

 

設備投資についても、地域からの調達が少ない場
合、地域への効果は小さくなります。

 
図 ５-8 建設効果（地域内への効果、全国への効果） 

１）分析の視点 

 

1. スライド 9 では、「建設効果（地域内への効果、全国への効果）」を表示しています。建設効果

について域内への効果と全国への効果を比較することで、建設効果がどの程度域外に流出してい

るかを把握します。 

 

２）分析例 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、域内への効果は 7.52 億円に対して、

全国への効果は 73.68 億円もあります。これは、最大で域内への効果が 73.68 億円とな

るポテンシャルはあるものの、現実には発電所のプラント設備の購入、建設工事の発注

等を地域外から調達しており、効果が地域外に流出しているためです。 

なお、本事業では、建設投資総額のうち 8 割を木質バイオマス発電設備プラントの購
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入費（はん用・生産用・業務用機械）、残りの 2 割を土工事、架台工事等のいわゆる建

設工事費（建設業）と設定しているため、波及効果についてもはん用・生産用・業務用

機械の波及効果が非常に大きくなっています。 

ただし、本事業を検討した○○市には、はん用・生産用・業務用機械製造業が立地し

ていないため、はん用・生産用・業務用機械の域内への効果は 0となっています。 

分析のポイント 

 スライド 8の「分析の視点」にあるとおり、域内への効果は建設に係る原材料の調達が現状の域

内調達率を前提として行われた場合の建設効果となりますが、事業効果と同様に建設に係る原

材料の調達を可能な限り地域内で行っていくことで域内への効果を高めることができます。 
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（９）税収効果：スライド９の解説 

 ここでは、税収効果について解説しています。 

 税収効果は、国税、地方税(道府県税)、地方税(市町村税)別に税収増加額を示しています。 

 国税には、所得税、法人税、消費税、その他国税(酒税、たばこ税、揮発油税等)が含まれます。 

 地方税(道府県税)には、道府県民税、事業税、地方消費税、その他道府県税(不動産取得税、道

府県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税等)が含まれます。 

 地方税(市町村税)には、市町村民税、固定資産税、その他市町村税(軽自動車税、市町村たばこ

税、鉱産税、特別土地保有税等)が含まれます。 

 

事業効果、建設効果による税収の増加
額を把握します。事業効果や建設効果
が大きくなるほど、税収は増加します。

 
図 ５-9 税収効果 

１）分析の視点 

 

1. スライド 9 では、「税収効果」について国税、地方税(道府県税)、地方税(市町村税)別に表示

しています。これによって、事業実施に伴う売上、付加価値、消費等の増加額による税収効果を

把握します。 

 

２）分析例 

○○市の木質バイオマス発電（売電）の場合、事業効果による国税の税収増加額が最

も大きく、0.62 億円となっています。当該地域の自治体の税収の増加となる市町村税の

増加額は、建設効果と事業効果の合計で 0.51億円となっています。  
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（１０）参考資料：地域から発生する経済波及効果：スライド 10,11,12の解説 

 「地域から発生する経済波及効果」とは、総務省の計算方法をもとに算出した効果です。 

 本ツールの分析資料本編で算出している経済波及効果は、域外企業との取引や地域外での消費、投

資等の所得の流出入構造を考慮した経済効果です。 

 これに対して、「地域から発生する経済波及効果」とは、このような地域ごとの所得の流出入の状況を考

慮しない効果です。 

 

 
図 ５-10 参考資料：地域から発生する経済波及効果① 

 
図 ５-11 参考資料：地域から発生する経済波及効果② 
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図 ５-12 参考資料：地域から発生する経済波及効果③ 
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５－２ 地域施策メニューの例（観光振興（観光客の増加）） 

（１）施策の概要と結果の総括：スライド１の解説 

 ここでは、経済波及効果を算出する際の「施策メニュー」「諸元」「本施策による効果」を表示しています。 

 
図 ５-13 施策の概要と結果の総括 
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（２）結果の概要：スライド２の解説 

 ここでは、施策導入による事業効果を、地域の経済循環構造でのお金の流れと対応づけ、表示していま

す。 

 施策導入による売上または消費・投資の増加額(スライド 2 の黄色の①)をスタートとして、最終的に地

域住民・企業に届く効果(スライド②の黄色の⑫)をゴールとして、結果の概要をまとめています。 

 図中の赤い箱は地域で発生する効果、青い箱は地域住民・企業に届く効果を示しています。 

 

原材料、雇用、資本を域外から調達
することで流出する効果を把握します

事業実施による最終的な成果として、地域
住民・企業に帰着する効果を把握します。

A

B

 
図 ５-14 結果の概要 

１）分析の手順 

1. スライド 2 の A の流れにより、施策導入によって地域で発生する直接効果（スライド 2 の黄色の

②）、および 1次効果（スライド 2 の黄色の⑤）を把握します。 

 

2. スライド 2 の B の流れにより、1 次効果（スライド 2 の黄色の⑤）の結果所得が増加し、それに

伴い消費・投資（スライド 2 の黄色の⑧）が増加、それに対応するため生産が増加する 2 次効

果（スライド 2 の黄色の⑩）を把握します。 

 

3. これらの効果の合計として、地域で発生する効果（スライド 2 の黄色の⑬）、地域住民・企業が

受け取る効果（スライド 2 の黄色の⑫）を把握します。この地域住民・企業が受け取る効果が、

地域における政策の最終成果となります。 
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２）分析例 

○○市で観光施策を実施した場合、売上または消費・投資の増加（スライド 2 の①）

として 1.85 億円が増加します。そして、地域で発生する直接効果 1.02 億円（スライド

2の黄色の②）となります。 

1 次効果（スライド 2 の黄色の⑤）はスライド 2 の黄色の②と④の値の合計であり

1.46 億円となります。ここから、地域外への支払いによる効果の流出を差し引いて、地

域住民・企業に帰着する 1次効果（スライド 2の黄色の⑥）は 1.34億円となります。 

さらに、地域住民・企業に帰着した 1 次効果から、地域内で消費・投資が 0.63 億円

増加し（スライド 2 の黄色の⑧）、その消費・投資を補うために 0.23 億円の 2 次間接効

果（スライド 2 の黄色の⑨）が発生します。2 次効果は、スライド 2 の黄色の⑧と⑨の

値の合計であり 0.86 億円となります。ここから、地域外への支払いによる効果の流出

を差し引き、地域住民・企業に帰着する 2 次効果スライド 2 の黄色の⑪は 0.78 億円と

なります。 

事業実施による経済波及効果（スライド 2 の黄色の⑬）は、スライド 2 の黄色の⑤と

⑩の値の合計であり、2.32 億円となります。そのうち、最終的に地域住民・企業に帰着

する事業効果（スライド 2 の黄色の⑫）は、スライド 2 の黄色の⑥と⑪の値の合計であ

り、2.12億円となります。 

分析のポイント 

 スライド 2の「分析の視点」にあるとおり、地域での事業の実施による売上の増加は地域で発生す

る直接効果となりますが、事業スキームの組み立て（域内資本がどの程度入っているか、域内人

材をどの程度雇用しているか、域内の原材料等をどの程度活用しているか）により、1次効果で

地域に留まる 1次効果が異なります。 

 また、地域住民・企業が所得を得たとしても、その所得を地域外での消費・投資に使っている場

合、2次効果は小さくなります。 
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（３）直接効果：スライド３の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字①②について解説しています。 

 直接効果は、左図（１）のように、売上または消費・投資の増加額(結果の概要①)と地域で発生す

る効果(結果の概要②)の 2 つに分けて算出します。 

 また、右図（２）では、直接効果の内訳を示しています。 

 

地域外から原材料購入、域外雇用、
域外資本の場合、地域で発生する直
接効果は小さくなります。

 中間投入、雇用者所得、その他所得
のうち、どの所得が域外流出しているか
を把握します。

 

 
図 ５-15 直接効果 

１）分析の手順 

 

3. スライド 3左（1）では、「売上または消費・投資の増加額」「地域で発生する直接効果」を表示

しています。売上または消費・投資の増加額に占める地域で発生する直接効果の割合で、中間

投入、雇用、資本がどの程度域内から調達されたかを把握します。 

 

4. スライド 3 右（2）では、左（1）の「売上または消費・投資の増加額」「地域で発生する直接

効果」のそれぞれの内訳を表示しています。直接効果のうち、中間投入（原材料）、雇用者所

得、その他所得（資本）のどの部分で域外に所得が流出しているかを把握します。 

 

２）分析例 

①売上または消費・投資の増加額と地域で発生する直接効果 

○○市の観光振興（観光客の増加）場合、「売上または消費・投資の増加額に占め

る地域で発生する直接効果の割合」は 55.1％となっています。 
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この値は図 ５-13 の事業計画における農業や水産業等の地域調達の割合が高いほど

大きくなります。 

②直接効果の内訳（中間投入、雇用者所得、その他所得） 

○○市の観光振興（観光客の増加）の場合、地域で発生する直接効果は、中間投入、

雇用者所得、その他所得とも 55.1％となっています。 

分析のポイント 

 スライド３の分析の視点にあるとおり、左グラフ中の緑枠の「売上または消費・投資の増加額に占

める地域で発生する直接効果の割合」の値が大きいほど、事業実施の際に資本、雇用、中間投

入を域内で調達する割合（＝域内調達率）が高いことを示しています。 

 一方、この値が低いと、施策の効果が域外に漏れていることを示しています。施策の検討の際に

は、域内調達率が高くなるよう検討していくことが重要です。 

 原材料の調達を域外企業に大きく頼る場合、中間投入が地域外に流出します。同様に、雇用を

地域外の住民に頼る場合は雇用者所得が、出資金の調達を域外資本に頼る場合はその他所

得が流出します。 

 このように、地域で実施する事業の効果が域外に大きく流出すると、事業実施が最終的に地域住

民・企業が受ける所得に結びつかないことになります。 
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（４）1次効果の生産額の増加と付加価値の増加額：スライド４の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色丸数字②④⑤について解説しています。 

 1 次効果は、左図（１）のように、地域で発生する直接効果（結果概要の②）に産業間取引を通じ

て間接的に増加する生産額（結果の概要④：1次間接効果）を加えたものになります。 

 また、右図（２）は、1次効果の生産額増加に伴う付加価値の増加額を示しています。 

 

地域内での産業間取引が活発である
ほど、1次間接効果は大きくなります。

 

地域の産業の特徴によって1次効果に
よる付加価値増加額は異なります。

 

 
図 ５-16 1次効果の生産額の増加と付加価値の増加額 

１）分析の手順 

 

1. スライド 3 左（1）では、1 次効果を第 1 次、第２次、第 3 次産業別に示し、その内訳（「地

域で発生する直接効果」と「１次間接効果」）を表示しています。これにより、地域の産業間の

取引構造を通じて影響を与えている産業を把握します。 

 

2. スライド 3 右（2）では、「1 次効果」と「1 次効果による付加価値の増加額」を第 1 次、第２

次、第 3 次産業別に示しています。各産業の 1 次効果の生産額の増加が付加価値の増加にど

の程度影響を与えているかを把握します。 

 

２）分析例 

①1次効果の生産額の増加 

○○市の観光振興（観光客の増加）の場合、観光客の増加によって第 3 次産業の１

次効果が最も大きくなっています、 
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また、地域の農産物や地域で加工した食品等の売上も増加するため、第１次、第 2

次産業でも 1次効果が発生しています。 

②1次効果の生産額の増加に伴う付加価値の増加 

○○市の観光振興（観光の増加）の場合、1 次効果は 1.46 億円ですが、付加価値の

増加額は 0.65億円です。 

産業別にみると、特に第 2次産業で 1次効果と付加価値の差が大きいです。 

分析のポイント 

 4 スライドの分析の視点にあるとおり、1次間接効果は地域の産業構造や、事業計画における資

本構成（地域内出資者割合）、雇用者構成（地域内雇用者割合）、調達計画（地域内

調達割合）によって大きく変わることを示しています。 

 新事業実施が地域経済にもたらす効果を大きくするためには、地域内の企業がどのような資源を

持っているか、また地域の産業がどのような取引構造、調達構造となっているか十分に吟味した上

で、可能な限り域内からの原材料調達が大きくなるよう検討を行うことが重要です。 

 また、付加価値は生産額から原材料費を除いたものであるため、実施した事業が売上に対して原

材料費の占める割合が高い場合、付加価値は低くなります。 
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（５）所得、消費・投資の増加額：スライド５の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字⑤⑥⑦⑧について解説しています。 

 左図（１）のように、１次効果（結果の概要⑤）による生産額の増加により、地域住民に帰着する

効果が発生し（結果の概要⑥）、これが地域住民の消費・投資に回ります（結果の概要⑦）。 

 また、右図（２）では、地域住民の消費・投資の増加額（結果の概要⑦）と地域内の消費・投資の

増加額（結果の概要⑧）を第 1次、第 2次、第 3次産業別に示しています。 

 

原材料、雇用、資本を域内から調達し
ているほど、生産額の増加のうち地域住
民に帰着する効果は大きくなります。

 

地域住民の所得を地域内で消費・投資
を行う構造であるほど、域外に流出する
経済波及効果は小さくなります。

 

 
図 ５-17 所得、消費・投資の増加額 

１）分析の視点 

 

1. スライド 5 左（１）では、「1 次効果による生産額の増加額」「地域住民に帰着する効果」「地

域住民の消費・投資の増加」を表示しています。1 次効果と地域住民に帰着する効果を比較す

ることで、原材料、雇用、資本をどの程度域内調達しているかを把握します。 

 

2. スライド 5 右（2）図②では、「地域住民の消費・投資の増加額」と「地域内の消費・投資の増

加額」を示しています。これらの比較により、消費・投資がどの程度域内で行われているかを把握し

ます。 

 



 

77 

 

２）分析例 

①1次効果による生産額の増加と地域に帰着する効果 

○○市の観光振興（観光客の増加）の場合、生産額の増加（1 次効果の合計）は

1.46 億円で、地域住民に帰着する直接効果は 1.34 億円です。これは、地域内から原

材料、雇用、資本の調達率を高めることによって高めることができます。 

②1次効果による消費・投資の増加 

○○市の観光振興（観光客の増加）の場合、地域住民の消費・投資の増加は 1.34 億

円ですが、地域内の消費・投資の増加は 0.63 億円であり、1 次効果による地域住民に

帰着する効果の半数程度は域外に流出してしまっています。 

特に、○○市は、第 2次産業において域外への流出率が大きくなっています。 

分析のポイント 

 5 スライドの「分析の視点」にあるとおり、事業実施の際、地域外に居住し通勤してくる雇用者の割

合が多い、また中間投入（原材料）や資本の域外の調達が多いほど、生産額の増加と地域住

民に帰着する効果の増加の差が大きくなります。 

 したがって、施策の効果を域内に帰着させるためには、中間投入（原材料）や雇用者、資本を

地域内から調達しているかといった観点からの検討も非常に重要になります。 

 また、消費・投資が域内で行われているか域外で行われているかによって、地域内での波及効果の

大きさが変わってくるので、消費・投資を域内で循環させる視点を持つ必要があります。 
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（６）地域内の消費・投資の増加に伴う生産額の増加：スライド６の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字⑧⑨⑩について解説しています。 

 地域内の消費・投資の増加によって増えた生産額を、左図（１）のように、地域内の消費・投資の増

加(結果の概要⑧)と、その増加分を補うためのさらなる生産の増加額(結果の概要⑨)の 2 つに分け、

産業別に示しています。 

 また、右図（２）では、2次効果の生産額と、 そこから中間投入費用を除いた付加価値の増加額(結

果の概要⑩)を産業別に示しています。 

 

地域内からの原材料等の調達が多いほ
ど、2次間接効果は大きくなります。

 

産業ごとに付加価値率は異なるため、2
次効果が大きくても、付加価値が大きい
とは限りません。

 

 
図 ５-18 地域内の消費・投資の増加に伴う生産額の増加 

１）分析の視点 

 

1. スライド 6 左（1）では、「地域内の消費・投資の増加による生産額の増加」を産業別に表示し

ています。産業別の地域内で増加した消費・投資と、その増加分を補うために増える生産額（2

次間接効果）により、消費・投資の増加による生産額増加（2 次効果）に寄与した産業を把

握します。 

 

2. スライド 6 右（2）では、左（1）の「2 次効果」のうち、付加価値増加額の内訳を産業別に表

示しています。2 次効果による生産額増加が、どの程度付加価値の増加に貢献しているかを把

握します。 

 



 

79 

 

２）分析例 

①地域内の消費・投資の増加による生産額の増加 

○○市の観光振興（観光客の増加）により、地域内で 0.63 億円の消費・投資増加が

みられます。また、この消費・投資の増加分を補うために発生する 2 次間接効果は

0.23億円であり、これらの効果の合計である 2次効果は、0.86億円です。 

産業別にみると、第 2次産業の生産額の増加額が最も大きいです。 

②2次効果の生産額の増加に伴う付加価値の増加 

○○市の観光振興（観光客の増加）の場合、2 次効果は 0.86 億円ですが、このうち

中間投入費用を除いた付加価値の増加額は 0.41億円です。 

産業別にみると 3次産業の付加価値の増加額が最も大きいです。 

分析のポイント 

 スライド 6の「分析の視点」にあるとおり、地域内で消費・投資することで誘発される生産額は、地

域内の産業構造を通じ波及していきます。 

 2次間接効果は、事業スキームの組成等により、効果の大きさが変わります。そのため、施策検討

の際には、地域内の資源や取引構造を吟味し、域内からの原材料調達を可能な限り多くすること

が望ましいです。 

 また、付加価値は生産額から原材料費を除いたものであるため、装置産業のように、実施事業が

売上に対して原材料費の占める割合が高い（＝付加価値率が低い）場合、付加価値は低くな

ります。2次効果の大きさが同じであっても、付加価値率の高さによっては、地域住民所得への貢

献度合いに差が生じます。 

 付加価値率や労働分配率は産業ごとに大きく異なるため、施策の検討にあたってはこれらの指標

を総合的に見ておくことが重要になります。 
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（７）最終的に地域住民に帰着する効果：スライド７の解説 

 ここでは、スライド 2「結果の概要」中の黄色い丸数字⑫について解説しています。 

 最終的に地域住民に帰着する効果は地域住民に帰着する 1 次効果（結果の概要⑥）と地域住民

に帰着する 2次効果（結果の概要⑪）の合計であり、左図 7.では、この内訳を示しています。 

 

原材料、雇用、資本を域内から調達し
ているほど、地域住民に帰着する効果は
大きくなります。

 

 
図 ５-19 最終的に地域住民に帰着する効果、エネルギー収支の改善額 

１）分析の視点 

 

1. スライド 7 左 7.では、地域住民に帰着する 1 次効果、地域住民に帰着する 2 次効果とその合

計を表示しています。原材料、雇用、資本を域内から調達しており、効果が大きくなっているか否

かを把握します。 

 

２）分析例 

○○市の観光振興の場合、地域住民に帰着する 1 次効果は 1.34 億円、地域住民に帰

着する 2 次効果は 0.78 億円であり、これらの合計として最終的に地域住民に帰着する

効果は 2.12億円です。 

分析のポイント 

 スライド 7の分析の視点にあるとおり、施策の実施により生産額が増加したとしても、最終的に地

域住民の所得向上につながらなければ、その施策は成功したとは言えません。 

 経済効果が地域内に波及していく過程で、資本、雇用、中間投入（原材料）、消費・投資とい

った様々な面で域外への効果の流出が生じているため、地域住民への帰着を増やすためには、資

本や雇用者、原材料の調達等の事業スキームの検討が重要になります。 
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（８）税収効果：スライド 8の解説 

 ここでは、税収効果について解説しています。 

 税収効果は、国税、地方税(道府県税)、地方税(市町村税)別に税収増加額を示しています。 

 国税には、所得税、法人税、消費税、その他国税(酒税、たばこ税、揮発油税等)が含まれます。 

 地方税(道府県税)には、道府県民税、事業税、地方消費税、その他道府県税(不動産取得税、道

府県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税等)が含まれます。 

 地方税(市町村税)には、市町村民税、固定資産税、その他市町村税(軽自動車税、市町村たばこ

税、鉱産税、特別土地保有税等)が含まれます。 

 

事業効果、建設効果による税収の増加
額を把握します。事業効果や建設効果
が大きくなるほど、税収は増加します。

 
図 ５-20 税収効果 

１）分析の視点 

 

1. スライド 8 では、「税収効果」について国税、地方税(道府県税)、地方税(市町村税)別に表示

しています。これによって、事業実施に伴う売上、付加価値、消費等の増加額による税収効果を

把握します。 

 

２）分析例 

○○市の観光振興の場合、事業効果による国税の税収増加額が最も大きく、0.05 億円

となっています。当該地域の自治体の税収の増加となる市町村税の増加額は 0.04 億円

となっています。  
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（９）参考資料：地域から発生する経済波及効果：スライド 10,11,12の解説 

 「地域から発生する経済波及効果」とは、総務省の計算方法をもとに算出した効果です。 

 本ツールの分析資料本編で算出している経済波及効果は、域外企業との取引や地域外での消費、投

資等の所得の流出入構造を考慮した経済効果です。 

 これに対して、「地域から発生する経済波及効果」とは、このような地域ごとの所得の流出入の状況を考

慮しない効果です。 

 

 
図 ５-21 参考資料：地域から発生する経済波及効果① 

 
図 ５-22 参考資料：地域から発生する経済波及効果② 
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図 ５-23 参考資料：地域から発生する経済波及効果③ 

 


